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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 釣り客負傷 

発生日時 平成２５年８月９日（金） １８時１５分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡市神島
こうのしま

外港 

 神島外港２号防波堤灯台から真方位００１°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.１′ 東経１３３°３０.６′） 

事故調査の経過  平成２５年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 第２２さかえ、１０トン 

 ２９１－３６６３９岡山、有限会社さかえ 

 １３.６７ｍ（Lr）×３.３６ｍ×１.５０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３５６.７kＷ、平成８年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２４歳 

 二級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１７年４月４日 

  免許証交付日 平成２３年６月１６日 

         （平成２８年６月１５日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ６歳 

 死傷者等 軽傷 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 係船索が切断 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、午後の第３便の瀬渡しを終えて神

島外港の神島２号浮桟橋（以下「本件桟橋」という。）に船首着けし

ている船舶の右舷側に左舷側を接舷し、左舷船首及び左舷船尾から係

船索を各１本取って係留を行い、予約を取っていた残り２人の釣り客

（以下「釣り客Ａ」及び「釣り客Ｂ」という。）を待っていた。 

 本船は、釣り客Ａ及び釣り客Ｂが本件桟橋に到着して本船に乗船し

たので、船長が、左舷船首及び左舷船尾の係船索を外し、操舵室に戻

り、右舵を取って機関を後進にかけたところ、平成２５年８月９日１

８時１５分ごろ、神島外港２号防波堤灯台から真方位００１°２８０

ｍ付近において、右舷船首方でバチンと音がし、右舷船首側に立って

いた釣り客Ａがうずくまった。 

 船長は、釣り客Ａの状態を見たところ、右舷船首の係船索が切断
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し、釣り客Ａの両足の皮がむけてうっすらと血がにじんでいることを

認め、事務所に携帯電話で連絡して救急車を手配した。 

 釣り客Ａは、両下腿
たい

の擦過傷を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 その他の事項  本船は、午後の第３便の瀬渡しを終えて係留する際、乗船していた

釣り客（以下「釣り客Ｃ」という。）が、船長が操舵室から降りて来

る間に本船が離れたらいけないと思い、本件桟橋から右舷船首部の係

船柱に係船索を掛けた。 

 船長は、本事故後、常連の釣り客Ｃがふだんは使用していない右舷

船首に係船索を取っていたことを知った。 

 船長は、他の釣り客からまだ出港しないのかと言われていたので、

少し焦っていた。 

 釣り客Ａは、右舷船首部の係船柱から約１０cm の船首甲板上に立っ

て手すりをつかんでいた。 

 切断した係船索は、長さ約３.５ｍ、三つ打ちの直径約１４mm のナ

イロン製のロープであり、一方が本件桟橋床の鉄格子に付けられた鉄

環に結ばれ、他方が舫
もや

い結びで本船の右舷船首部の係船柱に掛けられ

ていたが、舫い結びの輪の内側の結び目付近であるロープの先端から

約５０cmの所が切断していた。 

 船長及び釣り客は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、神島外港の本件桟橋に係留中の船舶の右舷側から離れよう

として作業中、船長が、右舷船首部の係船柱に本件桟橋からの係船索

がつながれていることに気付かなかったことから、機関を後進にかけ

たところ、同係船索が切断し、係船索のそばに立っていた釣り客Ａの

両足に切断した係船索が当たって負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、神島外港の本件桟橋に係留中の船舶の右舷側か

ら離れようとして作業中、船長が、右舷船首部の係船柱に本件桟橋か

らの係船索がつながれていることに気付かなかったため、機関を後進

にかけたところ、同係船索が切断し、係船索のそばに立っていた釣り

客Ａの両足に切断した係船索が当たったことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、出発前には必ず係留状態を確認すること。 

・船長は、出発前に釣り客を船内の安全な場所に誘導すること。 
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・桟橋での旅客の乗下船及び船舶の離着桟等の際における作業の補

助者を配置することが望ましい。 

 


